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はじめに

経済のグローバル化や人口の減少等、我が国にお

ける経済・社会構造の変化に伴い、中小企業の事業

環境は大きく変化している。『中小企業白書』2016
年版（以下『中小企業白書』と略述）に述べられている

ように、中小企業数は長期にわたり減少傾向にある。

中小企業の景況感をみると、リーマン・ショック後

に大きく落ち込んだが、その後持ち直しの動きを見

せた。中小企業の経常利益はおおむね増加傾向にあ

る。だが経常利益の増加は原油・原材料費等の低下

によるところが大きく、売上げの増加を伴っていな

い。そのため、設備投資額はリーマン・ショック前

の水準に達していない。生産年齢人口の減少を背景

とした人手不足、設備の老朽化、経済のグローバル

化や基本的な賃金水準の低迷の下での内需の減退、

新興国経済の減速という問題に中小企業は直面して

いる。中小企業の資金調達環境は、近年改善されて

きているが、大企業や中堅企業と比較すると、それ

は厳しい状況にある。

金融を取り巻く環境も近年大きく変化している。

国内の人口は減少が続いており、今後は少子高齢

化が一段と進む見通しである。将来的には国内の

生産人口減少に伴い、預金、貸出ともに縮小する

ことが予想されている。また、東京や大阪など大

都市圏への企業・人口の集中が一段と進む中、地

方では、金融機関同士の過当競争により、資金利

ざやの低下が続いている。製造業を中心とした企

業の海外進出は、国内の資金需要の低迷に拍車を

かけている。銀行の収益は、従来は国内貸出が中

心であったが、近年ではメガバンクは収益の3割
近くを国際業務から稼ぎ出している（リッキービ

ジネスソリューション株式会社編［2015］10ペー
ジ）。預貸金利ざやが低下する一方で、預貸率が横

ばい・低下する中で、金融機関は収益を確保する

ことが厳しい状況にある。東京商工リサーチの調

査によれば、銀行114行の「2016年3月期決算　総
資金利ざや」の中央値は0.17％ときわめて低く、12
行は逆ざやとなっていた（「総資金利ざや」とは、貸

出や有価証券で稼ぐ資金運用利回りから資金調達

コストを差し引いた数値である）。地域銀行の顧客

向けサービス業務（貸出・手数料ビジネス）の利益

率は、2015年3月期において4割の地域銀行がマイ
ナスであったが、2025年3月期では6割を超える地
域銀行がマイナスになると予想されている（金融庁

［2016c］22ページ）。こうした中で、中小企業向け
融資を担当している金融機関はビジネスモデルの

再構築を求められている。

今後の中小企業の存続・発展と中小企業向け金融

を担当する金融機関の存続・発展のために、中小企

業と金融機関の取引構造の改革が大きな課題となっ

ている。中小企業と金融機関を取り巻く環境の変化

のもとで、中小企業を金融機関が支援し、それによっ

て金融機関が収益を得るようにするためには、金融

機関はどのようなことを行っていけばよいのであろ

うか。
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この問題を考える前提条件として、本評論では、

まず、みずほ総合研究所の調査や『中小企業白書』な

どに依拠しながら、中小企業金融の現状を事業性評

価融資に注目しつつ概観しておきたい。次いで、銀

行の固有業務が預金・貸出・決済業務であるけれど

も、資金需要が低迷している状況の下、金融機関が

中小企業経営支援に乗り出さざるを得なくなってい

る現状について述べてみたい。そのうえで、現在当

面している中小企業金融の課題を明らかにしたい。

１．中小企業金融の現状
（１）　中小企業の資金調達先

中小企業の資金調達先を見てみよう。証券市場か

ら資金を直接調達することが困難な中小企業にとっ

ては、内部留保等の内部資本への依存度が高い企業

を別として、金融機関からの借入の必要性が高い

（『中小企業白書』309ページ）。
金融機関の中小企業向け貸出の総残高は、2015

年9月に254.9兆円となっている。その91.4％は都
市銀行、地方銀行・第２地方銀行という国内銀行や

信用金庫・信用組合などの民間銀行によるものであ

る（みずほ総合研究所［2016a］71ページ）。地域金
融機関は地域企業のライフステージに応じた融資を

行っている（齊藤壽彦［2016］40－41ページ）。
バブル崩壊以降から2005年にかけて、中小企業・
大企業共に貸出金は大きく減少した。その後、大企

業はおおむね拡大傾向にあるが、中小企業向け貸出

は横ばいとなっている。高収益企業の一部は無借金

企業となっていく一方で、低収益企業、企業規模が

小さな企業などは資金繰りに窮している企業が少な

くない（『中小企業白書』272、305ページ。みずほ
総合研究所［2016a］125ページ）。

（２）　中小企業の資金調達の方法

中小企業の資金調達の方法について立ち入って考

察してみよう。みずほ総合研究所の「中小企業の資

金調達に関する調査」（2015年12月）というアンケー
ト調査によれば、「現在、借入を受けている」方法と

しては、「代表者等の保証による借入」、「信用保証

協会の保証付借入」、「不動産を担保とする借入」と

いう、担保・保証付きの借入の比率が高くなってい

る（みずほ総合研究所［2016a］80ページ）。
売掛債権・動産・知的財産を担保とする借入を

受けている企業の比率は低い（みずほ総合研究所

［2016a］80ページ。上原啓一［2012］28－35ページ。
経済産業省知的財産政策室［2007］43－44ページ）。
中小企業に融資する際に担保・保証以外に考慮し

ている項目と、中小企業が金融機関から受ける際に

担保・保証以外に考慮してほしい項目としては、中

小企業、金融機関ともに「財務内容」、「事業の安定性・

成長性」の項目が上位を占めている。次いで、中小

企業では「返済実績・取引振り」、「営業力、既存顧

客との関係」が、金融機関では「代表者の経営能力や

人間性」、「会社や経営者の資産余力」のウエイトが

高い（『中小企業白書』322ページ）。
今後の融資手法については、企業では事業性評

価に基づく融資への期待度が高い。金融機関にお

いては、60.5％の金融機関が事業性を評価した担
保・保証に拠らない貸出に取り組んでいる。金融

機関における中小企業に対する事業性評価の取組

は、金融機関自身にとっても具体的な効果をもた

らしている（『中小企業白書』324ページ。みずほ総
合研究所［2016a］125ページ。みずほ総合研究所
［2016b］1ページ）。
中小企業が期待している、事業性評価に基づく融

資を推進していくためには、金融機関が貸出判断力

を高める必要がある。このための方法として、「財

務内容分析に関する教育」がほぼすべての業態の金

融機関で行われている。「経営内容把握に関する教

育」もかなり高い割合で取り組まれているが、都市

銀行や地方銀行に比べ、信用金庫や信用組合では、

やや低い割合となっている。また、業界動向や技術

動向に関する「情報収集・分析を行う部署の設置」に

ついての取組は、金融機関の規模が大きいほどよく

取り組まれている。「業界・技術に関する外部専門

家・機関との連携」も行われており、金融機関の規
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模が小さいほどよく取り組まれている（『中小企業白

書』329ページ）。
こうした取組を通じて担当者の目利き能力（貸出

判断力）を高めることによって、金融機関と取引先

との関係が強化され、既往の取引先への貸出の増加、

新規取引先の獲得という効果が表れている（『中小企

業白書』330－331ページ）。
だが、資金調達方法として「事業性を評価した担

保・保証に拠らない借入」を挙げる中小企業は、み

ずほ総合研究所のアンケート調査先の20.3％にとど
まっている。事業性評価の取組は比較的規模の小さ

い企業の要望を充足できている状況にはない（みず

ほ総合研究所［2016b］1ページ。みずほ総合研究所
［2016a］80、125、128ページ）。金融庁の企業に
対するアンケート調査では、融資スタンス（担保・

保証に依存しない融資等）に対する厳しい声が多

かった（金融庁［2016a］）。
金融庁の企業に対するヒアリングを踏まえた財務

局長報告では、地域銀行の取組に関する評価に関し

て、取引先企業の成長を目指して事業性評価に取り

組んでいることを認める一方で、次のような問題点

が指摘されていた。すなわち、事業性評価の実施が

営業推進の色彩が強く、顧客支援の目的に適してい

ない、事業性評価の経営方針での位置づけが十分で

ない、事業性評価の効果が発現するにはなお時間を

要する、実態把握が表面的に留まり、経営課題の抽

出・ソリューションの検討は実施していない、事業

性評価シートを作成しているものの形式的で、実効

性のある推進態勢は整備されていない、見出しだけ

のヒアリングシートや抽象的な事業性評価の手引き

のみ作成している、事業性評価の把握は、一部の顧

客に限定して行っている、事業性評価シートの対象・

作成・活用が営業店任せで、本部の確認・管理は実

施していない、ということである（金融庁［2016b］）。
事業性評価は財務分析（過去の数値分析）、動産・

売掛金評価（現在の企業分析）のみならず、知的資産

（広義）評価（将来のキャッシュフロー分析）をも行お

うとするもので、事業性評価融資は経済産業省が注

目していた知的資産経営を金融面からとらえるよう

になったものともいえる。ただし、知的財産権、知

的財産を担保とする融資は事業性評価融資には含ま

れない。知的資産とは、目に見えにくい経営資源の

総称である。知的財産権（特許権、実用新案権、著

作権等）、知的財産（ブランド、営業秘密、ノウハウ

等）、これら以外の知的資産（人的資産、組織力、経

営理念、顧客とのネットワーク、技能等）が知的資

産に含まれる。これらは企業の競争力、企業の強み

の源泉となるものであり、金融機関による融資や助

言を通ずる知的資産経営支援が知的資産経営にとっ

て重要であるとされている。外部専門家を活用した

知的評価書を用いて、対象企業の知的財産価値を評

価する取組も行われている（村本孜［2010］68、72
ページ。経済産業省知的財産政策室［2013a］、同
［2013b］。帝国データバンク［2015］104ページ）。

（３）返済条件の見直し

金融機関から資金調達を行っている中小企業のう

ち、2～ 3割程度の企業が返済条件の見直しを受け
たことがあり、そのうちの1割程度が2015年11月時
点で返済条件の見直しを受けている（みずほ総合研

究所［2016a］88ページ）。
金融庁の「条件変更先等調査」によれば、長期条

件変更先の条件変更は、元金返金猶予が多いもの

の、返済期限延長を伴わないものも相当数存在し

ており、企業の負担軽減につながる金利減免はわ

ずかしか実施されていなかった（金融庁［2016c］32
ページ）。

返済条件見直し後の影響については、みずほ総合

研究所のアンケ―ト調査では、「影響はない」とする

企業の比率が最も高いが、従業員数５人以下の企業

では、「必要なタイミングで借入できなくなった」、

あるいは「必要な額を借入できなくなった」とする企

業の比率が、20.1、28.0％と比較的高くなっている
（みずほ総合研究所［2016a］88ページ）。
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２．金融機関の中小企業経営支援の現状

（１）　金融機関の中小企業経営支援の内容

現在、中小企業に対する金融機関の経営支援が中

小企業からも金融機関側からも求められている。金

融機関は企業に資金提供を行うだけでなく、企業の

経営課題についての対応を行うコンサルティング機

能を発揮することが期待されている。金融機関は企

業の発展段階に応じて経営上の提案を行うことが期

待されており、このことが金融機関の収益向上につ

ながるとされている。金融庁は地元の中小企業等の

顧客基盤を中心とした融資サービスを提供するとと

もに、地元顧客を良く理解することで、経営状況が

悪化した企業に対して有効な経営支援を行っている

地域銀行が安定的な経営を実現していることを指摘

している（金融庁［2016c］25ページ）。
中小企業における金融機関の経営支援サービスの

利用状況を見ると、「諸制度の情報提供」、「販路・

仕入先拡大支援」、「財務・税務・法務・労務相談」

を挙げる企業の比率が高くなっている（みずほ総合

研究所［2016a］80ページ）。

（２）金融機関の中小企業経営支援の効果

金融機関の中小企業経営支援の効果について検討

してみよう。

みずほ総合研究所のアンケート調査によれば、金

融機関は自社の成長のための課題を把握していない

と考える中小企業が相当の比率で存在している（み

ずほ総合研究所［2016a］128ページ。『中小企業白書』
310ページ）。金融庁の地域金融機関利用者に対す
るアンケート調査では、4分の1以上の企業が金融
機関の目利き能力がやや不十分あるいは不十分であ

ると回答している（金融庁［2015］）。
金融庁の中規模・中小企業を中心とする企業ヒア

リングおよびアンケート調査によれば、企業は地域

金融機関に対して「融資の金利条件」以上に、「自社

や自社の事業への理解」、「長年の付合いによる信頼

関係」を求めているが、金融機関に対して「経営上の

課題や悩み」を全く相談していない企業が一定数存

在し、小規模企業ほどその割合は高くなっている（金

融庁［2016］28ページ）。企業ヒアリングでは約3割
の企業がメインバンクとまったく相談したことがな

いと回答しているが、その大きな理由は「あまりい

いアドバイスや情報が期待できない」というもので

あった。アンケート調査では約45％の企業がメイ
ンバンクとまったく相談したことがないと回答して

いるが、その大きな理由は、「他に相談相手がいる」

ということとともに「あまりいいアドバイスや情報

が期待できない」というものであった。企業と金融

機関との信頼関係に限界があったといえるのである

（金融庁［2016a］）。
金融機関による中小企業経営支援サービスによる

貢献度合については、金融庁の調査によれば、メイ

ンバンクと相談して支援を受けたことがあると回答

した企業の約8割が、「財務内容の改善」等、なんら
かの効果があったと回答している。金融機関による

コンサルティングが有効であることがうかがえる

（金融庁［2016a］、金融庁［2016c］29ページ）。
だが、企業が求める情報と金融機関が企業に提供

する情報の間にはギャップが存在するという問題点

があった。すなわち、企業は「業界動向」、「取引先

の業界動向」、「公的支援策に関する情報」等自社の

事業に直結する情報を求めているが、金融機関は「経

済・金融・国際情勢」等の一般的な情報や「金融商品

に関する情報」等を提供する傾向があるのである（金

融庁［2016c］29ページ）。
みずほ総合研究所の調査によれば「再生支援」、「社

内体制整備支援」、「経営計画・事業戦略等策定支援」、

「財務・税務・法務・労務相談」、「製品・サービス

開発支援」、「人材育成支援」において効果があった

とする企業の比率が高くなっている。

だが、「販路・仕入先拡大支援」については、「効

果があった」とする企業が43.6％あった一方で、「効
果はなかった」とする企業の比率も20.4％と比較的
高くなっている。

中小企業への金融機関の経営支援サービスの提供
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による金融機関への効果については、「既往取引先

の貸出案件拡大につながった」を挙げる金融機関の

比率が最も高く、次いで、「既往取引シェア拡大に

つながった」、「不良債権の抑制に効果があった」を

挙げる金融機関の比率が高かった（みずほ総合研究

所［2016a］100、102ページ）。

３．中小企業金融の課題
（１）中小企業の資金調達上の課題

中小企業の資金調達の円滑化を図るためにはさま

ざまな課題が残されている。まず担保・保証付融資

内容の改善の必要性がある。

金融機関が担保・保証に過度に依存するのは金融

機関が借手企業の信用リスクに関する情報を十分に

把握していないからでる。これを改めるためには中

小企業の会計の質の向上を図らなければならない。

金融庁は、動産（在庫品、機械）・売掛金担保融資

（Asset Based Lending、ABL）の積極的活用を図る
ことによって中小企業等が経営改善・事業再生等を

図るための資金や、新たなビジネスに挑戦するた

めの資金の確保につながるように金融検査マニュ

アルの改定を行うこととした（「ABL（動産・売掛
金担保融資）の積極的活用について」2013年2月5
日）。（売掛金＝売掛債権は広義の動産に含まれる）。
ABLの活用が中小企業金融の課題の一つとなって
いる。これについては日本銀行金融高度化セミナー

「ABLを活用するためのリスク管理」（2011年12月5
日）関係資料、三菱総合研究所『動産・債権担保融資

（Asset-based Lending : ABL）普及のためのモデル
契約等の作成と制度的課題等の調査』（2013年2月）
等を参照されたい。

現在、信用保証制度の在り方が問題となっている。

公的信用保証制度の存在意義はなお失われてはいな

い。これについては齊藤壽彦［2016a］で論じておいた。
個人保証の負担が起業や事業承継などの障害に

なっていることから、その負担を軽減するために「経

営者保証に関するガイドライン」が策定され、2014
年2月から適用が開始された。金融庁はこのガイド

ラインの浸透・定着に取り組んでいる。

近年の貸出では運転資金を長期融資で貸し出し、

約定弁済を求めることが多くなっている。金融庁は

これを改めることとし、「短期継続融資」を通じた運

転資金融資の円滑化を図ることとした。このため、

『金融検査マニュアル　別冊　中小企業融資編』に新

たな事例を追加し、正常運転資金の範囲であれば短

期継続融資に問題がないことを明確にした。

金融庁は、地域金融機関に担保・保証に依存して

きた融資姿勢を「事業性評価に基づく融資」に転換す

ることを求めている。事業性評価という言葉は金融

庁が導入したものである。これは企業の事業実態を

すべてよくとらえて融資するというものである。「金

融検査マニュアル」の登場で、銀行がこのマニュア

ルに合致することしか行わなくなってしまったとい

うことの反省からこの概念を提起したのである（多

胡秀人［2016］8ページ）。事業性評価を通じた顧客
企業の成長、あるいは事業再生を通じた利ざやの

改善を重視していた森信親金融庁検査局長の下で、
2013年9月の「金融モニタリング基本方針」（従来の
「検査基本方針」を変更）で「融資審査における事業性

の重視」（14ページ）を打ち出した（橋本卓典［2016］
77ページ）。金融庁は事業性評価にかかるモニタリ
ングを開始した。金融庁は2014年1～ 4月に四国の
複数の銀行を検査対象先に選定して、地域の企業と

金融機関の関わりを調査し、地域の経済や産業を活

性化するために金融機関の果たすべき役割は何か、

地域金融機関が地域の持続的成長と両立するビジネ

スモデルをいかにして確立することができるかとい

う点に重点をおいて、検証や議論を行った。

畑中龍太郎金融庁長官によれば、融資先企業の事

業性評価にフォーカスして検証を行ったのは、金融

機関による貸出先企業の評価が財務データに依存し

過ぎているのではないかという問題意識が金融庁に

あったからである。財務データは客観的データであ

るが、遅行性のある過去のデータである。財務デー

タに準拠した融資スコアリングモデルというのは過

度に保守的になりがちである、同じ財務指標でも業
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種によって評価は大きく異なるはずである、と同庁

は考えていた。また、金融庁には、金融機関には企

業の将来にわたっての収益性についての知見が不足

しているのではないかという問題意識もあった。金

融機関が担保や保証へ依存し、リスクを取る貸出に

慎重になっているのではないかと考えていた。商業

銀行は融資先企業が行う事業面での知見をさらに高

めて、当該企業の経営に資するアドバイスとファイ

ナンスの両方を行うことによって、取引先企業が収

益力を高め、銀行にとっても利益となる好循環を作

り出すことが基本ではないかと金融庁は考えていた

のである（畑中龍太郎［2014］8－9ページ）。
事業性評価という言葉は、2014年6月24日に閣議
決定された『日本再興戦略・改定2014』において、「地
域金融機関等による事業性を評価する融資の促進

等」として取り入れられた。

この事業性評価が注目されるようになったのは、
2014年9月に公表された「金融モニタリング基本方
針」の中の重点施策の中に「事業性評価に基づく融資

等」が位置づけられてからである（2ページ）。金融
庁の『金融検査マニュアル（預金等受入金融機関に係

る検査マニュアル）』（2015年11月版）の「金融円滑
化編」の中小・零細企業向け融資の項目においては、

「企業の技術力・販売力や経営者の資質といった定

性的な情報を含む経営実態の十分な把握と債権管理

に努めているか」、「事業価値を見極める融資手法を

はじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底に取り

組んでいるか」というチェックポイントが挙げられ

ている（41－42ページ）。融資の取組事例として、「経
済産業省の推進する技術評価等と連携した取組み」、

「特許、ブランド、組織力、顧客・取引先とのネッ

トワーク等の非財務の定性情報評価を制度化した、

知的資産経営報告書の活用」などが挙げられている

（帝国データバンク［2015］153ページ）。金融庁が、
金融機関が自己点検・評価、開示、対話のツールと

して活用するように求めて策定・公表した「金融仲

介機能のベンチマーク」（2016年9月）の中にも「事
業性評価に基づく融資」という項目が含まれている。

金融庁のいう事業性評価とは、金融機関が、現時

点での財務データや、担保・保証にとらわれず、企

業訪問や経営相談等を通じて情報を収集し、事業の

内容や成長可能性などを適切に評価することをい

う。金融機関が目利き能力を発揮して、融資や助言

を行い、企業や産業の成長を支援するという役割を

果たすことを金融庁は求め、このために事業性評価

に基づく融資等を促しているのである（金融庁「円滑

な資金供給の促進に向けて」）。「平成26事務年度　
金融モニタリング基本方針」が金融庁から公表され、

「事業性評価に基づく融資」の推進が掲げられた。

事業性評価の方法についてはリッキービジネス

ソリューション株式会社編［2015］、中村中［2016］、
中村中［2017］、竹村秀晃［2016］、鈴木健二郎［2016］
12－15ページ、久保田清［2016］24－27ページ等
を参照されたい。

事業性評価重視の下で金融検査方式が改められる

こととなった。金融庁は金融検査において、立入検

査における個別の資産査定を中心に、金融機関の健

全性を評価してきていたが、不良債権のあぶり出し

の時代は終わったと考えていた森信親氏が検査局長

に就任すると、森局長の考えを取り入れて、2013
年9月に公表された金融モニタリング基本方針で金
融庁は小口の資産査定を原則中止することとした

（橋本卓典［2016］69－77ページ。「平成25事務年
度　金融モニタリング基本方針（監督・検査方針）」
14ページ）。これ以降、金融モニタリングでは、大
口融資のチェックとともに、金融検査は金融機関全

体のリスク状況を評価し、金融機関全体の健全性や

管理態勢を検証することとなった。中小零細企業に

対する個別融資については、金融機関自らの判断が

尊重されることとなり、金融検査の対象とはならな

くなったのである。（金融庁「平成26事務年度　金融
モニタリング基本方針（監督・検査方針）」2014年度
9月）。中小零細企業金融に関する金融検査は金融機
関が企業への資金供給という役割を適切に果たして

いるかどうかを検証するものとなったのである。

金融機関は事業性評価の強化を迫られている。こ



時
事
評
論

8 中小企業支援研究

れを充実させるためには金融機関関係者の目利き能

力の向上が必要である。金融庁によれば、目利き能

力とは「企業の将来性、技術力を的確に評価できる

能力である。「融資の審査において、顧客の技術力

や販売力等の定性面の勘案を含め、顧客の事業価値

を適切に見極めるための能力」である。このために

はこれまで以上に経営支援担当者の育成・教育、金

融機関の外部専門家・専門機関との連携を強化する

ことが求められるのである。

金融機関の職員が目利き能力を高めるためには、

まず、「定量面の要素を審査する能力」を高める必要

があり、このために、損益計算書や貸借対照表、収

支計画を読み解く力を身に着ける必要がある。

次に、「定性面の要素を審査する能力」を高める必

要があり、このために、日頃から情報の収集に努め、

入手した情報を活用する能力を身につけるととも

に、人脈（取引先、地方自治体、商工会・商工会議所、

各種団体等）を広げることが必要である（中小企業庁

事業環境部企画課・金融課［2015］12ページ）。

（２）金融機関の中小企業経営支援上の課題

金融庁は2005年に「地域密着型金融の機能強化の
推進に関するアクションプログラム」を公表した。

この中で、中小・地域金融機関が取り組むべき事

項として、「取引先企業に対する経営相談・支援機

能の強化」、「経営支援の能力の向上」を挙げていた。

金融庁は現在も金融機関に中小企業経営支援を求め

ている。すなわち、金融庁の前述の金融検査マニュ

アルの中小・零細企業向け融資の項目の中に、「き

め細かな経営相談、経営指導、経営改善計画の策定

支援等を通じて積極的に企業・事業再生に取り組ん

でいるか」、「ビジネスマッチングやM&Aに関する
情報等、当該金融機の関情報機能やネットワークを

活用した支援に取り組んでいるか」、「ビジネスマッ

チングやＭ＆Ａに関する情報等、当該金融機関の情

報機能やネットワークを活用した支援に取り組んで

いるか」、「ライフサイクル（創業・新事業支援、経

営改善支援、事業再生、事業承継）に応じた各段階

においてきめ細かい支援に取り組んでいるか」とい

うことがチェックポイントとして挙げられている

（41－42ページ）。
金融機関の中小企業への具体的な支援方策につい

ては、中小企業経営支援リッキービジネスソリュー

ション株式会社編［2015］、あおぞら地域総研株式
会社［2016］等を参照されたい。
金融機関の中小企業への経営支援は必要なことで

あろう。だが2015年8月に金融庁が公表した「地域
金融機関の地域密着型金融の取組み等に関するア

ンケート調査結果等の概要」では、顧客企業のライ

フステージや持続可能性等に応じた経営目標の実現

や経営課題の解決を図るための方策の提案力につい

て、やや不十分とするアンケート先が17.5％、不十
分とする先が8.6％あった。金融機関の中小企業経
営支援には不十分性が残されている。

中小企業金融の円滑化と金融機関の中小企業経営

支援のためには中小企業と金融機関の関係性の強化

が必要とされている。企業は、このためには、金融

機関の「担当者交代時の、自社情報の丁寧な引継ぎ」

や金融機関の「担当者の自社の業界知識の習得」を要

望している。日常の取引の中で蓄積された企業の情

報を金融機関内部で綿密に引継ぎ、担当者が企業の

属する業界の知識を深めることで、企業の動向や将

来見通し等のさらに一歩踏み込んだ情報提供が可能

になると考えている。企業は「担当者との面会機会

や面談時間の増加・拡大」も金融機関に求めている

（中小企業庁［2016］319－320ページ）。
中小企業経営の課題と解決策提示のための金融機

関関係者の能力の向上が必要である。そのためには

経営支援担当者の育成・教育、金融機関の外部専門

家・専門機関との連携を強化することが必要であ

る。外部との連携は特に経営資源が必ずしも豊富で

ない規模の小さな金融機関にとって有効である。こ

のための仕組み作りが必要となる（みずほ総合研究

所［2016a］128－129ページ）。

金融機関が事業性評価や中小企業の経営支援を行
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うことは容易ではない。前述の利用者アンケートに

みられるような金融機関に対する不満がこれを示し

ている。金融機関の職員の知識、能力の限界につい

ては齊藤壽彦［2016］が言及しているし（42－43ペー
ジ）、金融機関による中小企業経営改善の限界につ

いては村山賢誌［2014］が指摘している（38－39ペー
ジ）。また、中小企業金融を担当する地域金融機関

の収益性の低下の下では、そのことに取り組むこと

には時間面、コスト面からの限界がある。すなわ

ち、面談等には時間がかかるし、研修や非財務情報

の収集・分析には費用がかかる。さらに、企業の将

来を期待した融資は損失リスクの増大という問題を

持っている（齊藤壽彦［2016］43ページ）。金融機関
の支援だけで中小企業の発展が期待できるわけでも

ない。すなわち、賃金水準が抑制されたままでの国

内消費の限界の下では中小企業の発展は容易ではな

い。また、中小企業自身の経営改善努力が必要であ

る。こうした問題点も指摘しておく必要があろう。
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